
１ 平成31年度からの就学事務について

住民情報担当と学校教育支援担当の連携を強化します。

【学校案内について】
学校案内の作成事務は従来通り住民情報担当で行いますが、例年6月末ごろに教育委員会学事課より通

知される「学校選択制にかかる受入可能人数算定試算表」《参考１》にかかる事務については、学校教育支援
担当にて行います。三者協議を希望される場合は、「三者協議連絡票」を学校教育支援担当まで送付してくだ
さい。


